
 

－ 1 － 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

 

〇 
中
央
区
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
二
月
中
央
区
条
例
第
二
号
） 

（
第
一
条
関
係
） 

 

新 

旧 

（
初
任
給
調
整
手
当
） 

（
初
任
給
調
整
手
当
） 

第
九
条
の
三 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
に
新
た
に
採
用
さ
れ
た
職
員
に
は
、

当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
額
を
、
第
一
号
に
掲
げ
る

職
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
採
用
の
日
か
ら
四
十
年
以
内
、
第
二
号
に
掲

げ
る
職
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
採
用
の
日
か
ら
五
年
以
内
、
第
三
号
に

掲
げ
る
職
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
採
用
の
日
か
ら
三
年
以
内
の
期
間
、

採
用
の
日
（
第
一
号
に
掲
げ
る
職
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
採
用
後
人

事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
を
経
過
し
た
日
）
か
ら
一
年
を
経
過
す
る

ご
と
に
そ
の
額
を
減
じ
て
、
初
任
給
調
整
手
当
と
し
て
支
給
す
る
。 

第
九
条
の
三 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
に
新
た
に
採
用
さ
れ
た
職
員
に
は
、

当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
額
を
、
第
一
号
に
掲
げ
る

職
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
採
用
の
日
か
ら
四
十
年
以
内
、
第
二
号
に
掲

げ
る
職
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
採
用
の
日
か
ら
五
年
以
内
、
第
三
号
に

掲
げ
る
職
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
採
用
の
日
か
ら
三
年
以
内
の
期
間
、

採
用
の
日
（
第
一
号
に
掲
げ
る
職
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
採
用
後
人

事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
を
経
過
し
た
日
）
か
ら
一
年
を
経
過
す
る

ご
と
に
そ
の
額
を
減
じ
て
、
初
任
給
調
整
手
当
と
し
て
支
給
す
る
。 

一 

医
療
職
給
料
表
(一)

の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
採
用
に
よ
る
欠

員
の
補
充
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
で
人
事
委
員
会
が
定
め
る

も
の 

月
額 

三
十
二
万
六
千
九
百
円 

一 

医
療
職
給
料
表
(一)

の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
採
用
に
よ
る
欠

員
の
補
充
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
で
人
事
委
員
会
が
定
め
る

も
の 

月
額 

三
十
一
万
五
千
二
百
円 

二 

科
学
技
術
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を
必
要
と
し
、
か
つ
、
採
用
に
よ

る
欠
員
の
補
充
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
（
医
療
職
給
料
表
(一)

の
適
用
を
受
け
る
職
員
を
除
く
。
）
で
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の 
月

額 

二
千
五
百
円 

二 

科
学
技
術
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を
必
要
と
し
、
か
つ
、
採
用
に
よ

る
欠
員
の
補
充
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
（
医
療
職
給
料
表
(一)

の
適
用
を
受
け
る
職
員
を
除
く
。
）
で
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の 

月

額 

二
千
五
百
円 

三 

前
二
号
の
職
以
外
の
職
で
専
門
的
知
識
を
必
要
と
し
、
か
つ
、
採
用

に
よ
る
欠
員
の
補
充
に
つ
い
て
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も

の
で
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の 

月
額 

千
円 

三 
前
二
号
の
職
以
外
の
職
で
専
門
的
知
識
を
必
要
と
し
、
か
つ
、
採
用

に
よ
る
欠
員
の
補
充
に
つ
い
て
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も

の
で
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の 

月
額 

千
円 

２
及
び
３ 

（
略
） 

２
及
び
３ 

（
略
） 

（
期
末
手
当
） 

（
期
末
手
当
） 

企 画 総 務 委 員 会 

令和７年１１月２７日 
  ２ 資 料 



 

－ 2 － 

新 

旧 
第
二
十
一
条 

（
略
） 

第
二
十
一
条 

（
略
） 

２ 

期
末
手
当
の
額
は
、
職
員
の
給
与
月
額
に
百
分
の
百
二
十
七
・
五
を
乗

じ
て
得
た
額
に
、
区
規
則
で
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

た
だ
し
、
第
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
す
る
職
員
の
期
末

手
当
の
額
は
、
職
員
の
給
与
月
額
に
百
分
の
百
十 

 

を
乗
じ
て
得
た
額

に
、
区
規
則
で
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

２ 

期
末
手
当
の
額
は
、
職
員
の
給
与
月
額
に
百
分
の
百
二
十
五 

 

を
乗

じ
て
得
た
額
に
、
区
規
則
で
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

た
だ
し
、
第
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
す
る
職
員
の
期
末

手
当
の
額
は
、
職
員
の
給
与
月
額
に
百
分
の
百
七
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

に
、
区
規
則
で
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

３ 

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
中
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
七

十
二
・
五
」
と
、
「
百
分
の
百
十 

 
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
三
・

七
五
」
と
す
る
。 

３ 

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
中
「
百
分
の
百
二
十
五 

 

」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
七

十 
 
 

」
と
、
「
百
分
の
百
七
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
一
・

二
五
」
と
す
る
。 

４
及
び
５ 

（
略
） 

４
及
び
５ 

（
略
） 

（
勤
勉
手
当
） 

（
勤
勉
手
当
） 

第
二
十
一
条
の
二
の
三 

（
略
） 

第
二
十
一
条
の
二
の
三 

（
略
） 

２ 

勤
勉
手
当
の
額
は
、
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
勤
務
成
績
に
応
じ

て
区
規
則
で
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
任
命
権
者
が
支
給
す
る
勤
勉
手
当
の
額
の
総
額
は
、
前
項
の
職

員
の
給
与
月
額
に
百
分
の
百
二
十 

 
 

（
第
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
指
定
す
る
職
員
に
あ
つ
て
は
百
分
の
百
三
十
七
・
五
）
を
乗
じ

て
得
た
額
の
総
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

勤
勉
手
当
の
額
は
、
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
勤
務
成
績
に
応
じ

て
区
規
則
で
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
任
命
権
者
が
支
給
す
る
勤
勉
手
当
の
額
の
総
額
は
、
前
項
の
職

員
の
給
与
月
額
に
百
分
の
百
十
七
・
五 

（
第
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
指
定
す
る
職
員
に
あ
つ
て
は
百
分
の
百
三
十
五 

 

）
を
乗
じ

て
得
た
額
の
総
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。 

３ 

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
中
「
百
分
の
百
二
十 

 
 

」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六

十 
 
 

」
と
、
「
百
分
の
百
三
十
七
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六

十
八
・
七
五
」
と
す
る
。 

３ 
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
中
「
百
分
の
百
十
七
・
五 

」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
五

十
七
・
五
」
と
、
「
百
分
の
百
三
十
五 

 

」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六

十
六
・
二
五
」
と
す
る
。 

４
か
ら
６
ま
で 

（
略
） 

４
か
ら
６
ま
で 
（
略
） 



 

－ 3 － 

新 

旧 
別
表
第
一
（
第
五
条
関
係
） 

（
別
紙
の
と
お
り
） 

別
表
第
二
（
第
五
条
関
係
） 

（
別
紙
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
（
第
五
条
関
係
） 

（
別
紙
の
と
お
り
） 

別
表
第
二
（
第
五
条
関
係
） 

（
別
紙
の
と
お
り
） 

 



 

－ 4 － 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

 

〇 
中
央
区
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
二
月
中
央
区
条
例
第
二
号
） 

（
第
二
条
関
係
） 

 

新 

旧 

（
期
末
手
当
） 

（
期
末
手
当
） 

第
二
十
一
条 

（
略
） 

第
二
十
一
条 

（
略
） 

２ 

期
末
手
当
の
額
は
、
職
員
の
給
与
月
額
に
百
分
の
百
二
十
六
・
二
五
を

乗
じ
て
得
た
額
に
、
区
規
則
で
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す

る
。
た
だ
し
、
第
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
す
る
職
員
の

期
末
手
当
の
額
は
、
職
員
の
給
与
月
額
に
百
分
の
百
八
・
七
五
を
乗
じ
て

得
た
額
に
、
区
規
則
で
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

２ 

期
末
手
当
の
額
は
、
職
員
の
給
与
月
額
に
百
分
の
百
二
十
七
・
五 

を

乗
じ
て
得
た
額
に
、
区
規
則
で
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す

る
。
た
だ
し
、
第
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
す
る
職
員
の

期
末
手
当
の
額
は
、
職
員
の
給
与
月
額
に
百
分
の
百
十 

 
 

を
乗
じ
て

得
た
額
に
、
区
規
則
で
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

３ 

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
中
「
百
分
の
百
二
十
六
・
二
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の

七
十
一
・
二
五
」
と
、
「
百
分
の
百
八
・
七
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の

六
十
二
・
五 

」
と
す
る
。 

３ 

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
中
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五 

」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の

七
十
二
・
五 

」
と
、
「
百
分
の
百
十 

 
 

」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の

六
十
三
・
七
五
」
と
す
る
。 

４
及
び
５ 

（
略
） 

４
及
び
５ 

（
略
） 

（
勤
勉
手
当
） 

（
勤
勉
手
当
） 

第
二
十
一
条
の
二
の
三 

（
略
） 

第
二
十
一
条
の
二
の
三 

（
略
） 

２ 

勤
勉
手
当
の
額
は
、
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
勤
務
成
績
に
応
じ

て
区
規
則
で
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
任
命
権
者
が
支
給
す
る
勤
勉
手
当
の
額
の
総
額
は
、
前
項
の
職

員
の
給
与
月
額
に
百
分
の
百
十
八
・
七
五
（
第
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
指
定
す
る
職
員
に
あ
つ
て
は
百
分
の
百
三
十
六
・
二
五
）
を
乗

じ
て
得
た
額
の
総
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

勤
勉
手
当
の
額
は
、
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
勤
務
成
績
に
応
じ

て
区
規
則
で
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
任
命
権
者
が
支
給
す
る
勤
勉
手
当
の
額
の
総
額
は
、
前
項
の
職

員
の
給
与
月
額
に
百
分
の
百
二
十 

 
 

（
第
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
指
定
す
る
職
員
に
あ
つ
て
は
百
分
の
百
三
十
七
・
五 

）
を
乗

じ
て
得
た
額
の
総
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。 



 

－ 5 － 

新 

旧 
３ 
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
中
「
百
分
の
百
十
八
・
七
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
五

十
八
・
七
五
」
と
、
「
百
分
の
百
三
十
六
・
二
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分

の
六
十
七
・
五 

 

」
と
す
る
。 

３ 

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
中
「
百
分
の
百
二
十 

 
 

」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六

十
」 

 
 

 

と
、
「
百
分
の
百
三
十
七
・
五 

」
と
あ
る
の
は
「
百
分

の
六
十
八
・
七
五 

」
と
す
る
。 

４
か
ら
６
ま
で 

（
略
） 

４
か
ら
６
ま
で 

（
略
） 

 



 

－ 6 － 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

 

〇 
中
央
区
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
令
和
元
年
十
月
中
央
区
条
例
第
十
二
号
） 

（
第
三
条
関
係
） 

 

新 

旧 

（
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
期
末
手
当
） 

（
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
期
末
手
当
） 

第
十
六
条 

（
略
） 

第
十
六
条 

（
略
） 

２ 

期
末
手
当
の
額
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
給
料
の
月
額

を
基
礎
と
し
て
区
規
則
で
定
め
る
額
に
百
分
の
百
二
十
七
・
五
を
乗
じ
て

得
た
額
に
、
区
規
則
で
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

２ 

期
末
手
当
の
額
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
給
料
の
月
額

を
基
礎
と
し
て
区
規
則
で
定
め
る
額
に
百
分
の
百
二
十
五 

 

を
乗
じ
て

得
た
額
に
、
区
規
則
で
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

３
及
び
４ 

（
略
） 

３
及
び
４ 

（
略
） 

（
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
勉
手
当
） 

（
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
勉
手
当
） 

第
十
六
条
の
二 

（
略
） 

第
十
六
条
の
二 

（
略
） 

２ 

勤
勉
手
当
の
額
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
給
料
の
月
額

を
基
礎
と
し
て
区
規
則
で
定
め
る
額
に
百
分
の
百
二
十 

 

を
乗
じ
て
得

た
額
に
、
勤
務
成
績
に
応
じ
て
区
規
則
で
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得

た
額
と
す
る
。 

２ 

勤
勉
手
当
の
額
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
給
料
の
月
額

を
基
礎
と
し
て
区
規
則
で
定
め
る
額
に
百
分
の
百
十
七
・
五
を
乗
じ
て
得

た
額
に
、
勤
務
成
績
に
応
じ
て
区
規
則
で
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得

た
額
と
す
る
。 

３
及
び
４ 

（
略
） 

３
及
び
４ 

（
略
） 

（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
期
末
手
当
） 

（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
期
末
手
当
） 

第
三
十
条 

（
略
） 
第
三
十
条 

（
略
） 

２ 

期
末
手
当
の
額
は
、
第
十
八
条
及
び
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ

れ
た
報
酬
の
額
を
基
礎
と
し
て
区
規
則
で
定
め
る
額
に
百
分
の
百
二
十

七
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
区
規
則
で
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得

た
額
と
す
る
。 

２ 
期
末
手
当
の
額
は
、
第
十
八
条
及
び
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ

れ
た
報
酬
の
額
を
基
礎
と
し
て
区
規
則
で
定
め
る
額
に
百
分
の
百
二
十
五

 
 
 

を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
区
規
則
で
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得

た
額
と
す
る
。 

３
及
び
４ 

（
略
） 

３
及
び
４ 

（
略
） 



 

－ 7 － 

新 

旧 
（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
勉
手
当
） 

（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
勉
手
当
） 

第
三
十
条
の
二 

（
略
） 

第
三
十
条
の
二 

（
略
） 

２ 

勤
勉
手
当
の
額
は
、
第
十
八
条
及
び
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ

れ
た
報
酬
の
額
を
基
礎
と
し
て
区
規
則
で
定
め
る
額
に
百
分
の
百
二

十 
 
 

を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
勤
務
成
績
に
応
じ
て
区
規
則
で
定
め
る

支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

２ 

勤
勉
手
当
の
額
は
、
第
十
八
条
及
び
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ

れ
た
報
酬
の
額
を
基
礎
と
し
て
区
規
則
で
定
め
る
額
に
百
分
の
百
十

七
・
五 

を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
勤
務
成
績
に
応
じ
て
区
規
則
で
定
め
る

支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

３
及
び
４ 

（
略
） 

３
及
び
４ 

（
略
） 

 



 

－ 8 － 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

 

〇 
中
央
区
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
令
和
元
年
十
月
中
央
区
条
例
第
十
二
号
） 

（
第
四
条
関
係
） 

 

新 

旧 

（
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
期
末
手
当
） 

（
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
期
末
手
当
） 

第
十
六
条 

（
略
） 

第
十
六
条 

（
略
） 

２ 

期
末
手
当
の
額
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
給
料
の
月
額

を
基
礎
と
し
て
区
規
則
で
定
め
る
額
に
百
分
の
百
二
十
六
・
二
五
を
乗
じ

て
得
た
額
に
、
区
規
則
で
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

２ 

期
末
手
当
の
額
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
給
料
の
月
額

を
基
礎
と
し
て
区
規
則
で
定
め
る
額
に
百
分
の
百
二
十
七
・
五 

を
乗
じ

て
得
た
額
に
、
区
規
則
で
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

３
及
び
４ 

（
略
） 

３
及
び
４ 

（
略
） 

（
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
勉
手
当
） 

（
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
勉
手
当
） 

第
十
六
条
の
二 

（
略
） 

第
十
六
条
の
二 

（
略
） 

２ 

勤
勉
手
当
の
額
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
給
料
の
月
額

を
基
礎
と
し
て
区
規
則
で
定
め
る
額
に
百
分
の
百
十
八
・
七
五
を
乗
じ
て

得
た
額
に
、
勤
務
成
績
に
応
じ
て
区
規
則
で
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て

得
た
額
と
す
る
。 

２ 

勤
勉
手
当
の
額
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
給
料
の
月
額

を
基
礎
と
し
て
区
規
則
で
定
め
る
額
に
百
分
の
百
二
十 

 
 

を
乗
じ
て

得
た
額
に
、
勤
務
成
績
に
応
じ
て
区
規
則
で
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て

得
た
額
と
す
る
。 

３
及
び
４ 

（
略
） 

３
及
び
４ 

（
略
） 

（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
期
末
手
当
） 

（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
期
末
手
当
） 

第
三
十
条 

（
略
） 
第
三
十
条 

（
略
） 

２ 

期
末
手
当
の
額
は
、
第
十
八
条
及
び
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ

れ
た
報
酬
の
額
を
基
礎
と
し
て
区
規
則
で
定
め
る
額
に
百
分
の
百
二
十

六
・
二
五
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
区
規
則
で
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て

得
た
額
と
す
る
。 

２ 
期
末
手
当
の
額
は
、
第
十
八
条
及
び
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ

れ
た
報
酬
の
額
を
基
礎
と
し
て
区
規
則
で
定
め
る
額
に
百
分
の
百
二
十

七
・
五 
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
区
規
則
で
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て

得
た
額
と
す
る
。 

３
及
び
４ 

（
略
） 

３
及
び
４ 

（
略
） 



 

－ 9 － 

新 

旧 
（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
勉
手
当
） 

（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
勉
手
当
） 

第
三
十
条
の
二 

（
略
） 

第
三
十
条
の
二 

（
略
） 

２ 

勤
勉
手
当
の
額
は
、
第
十
八
条
及
び
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ

れ
た
報
酬
の
額
を
基
礎
と
し
て
区
規
則
で
定
め
る
額
に
百
分
の
百
十
八
・

七
五
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
勤
務
成
績
に
応
じ
て
区
規
則
で
定
め
る
支
給

割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

２ 

勤
勉
手
当
の
額
は
、
第
十
八
条
及
び
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ

れ
た
報
酬
の
額
を
基
礎
と
し
て
区
規
則
で
定
め
る
額
に
百
分
の
百
二
十 

 
 

ち
ち
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
勤
務
成
績
に
応
じ
て
区
規
則
で
定
め
る
支
給

割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

３
及
び
４ 

（
略
） 

３
及
び
４ 

（
略
） 

別
表
（
第
四
条
・
第
十
八
条
関
係
） 

 

別
表
（
第
四
条
・
第
十
八
条
関
係
） 

 

職
種
又
は
職 

給
料
表 

額
の
種
別 

月
額 

日
額 

時
間
額 

職
種
の
部
及
び
職
の
部 

（
略
） 

 

 

職
種
又
は
職 

給
料
表 

額
の
種
別 

月
額 

日
額 

時
間
額 

職
種
の
部
及
び
職
の
部 

（
略
） 

 

備
考 

 

備
考 

 
 

一 

こ
の
表
に
お
い
て
「
職
種
」
と
は
、
職
員
の
採
用
・
昇
任
等
に
関

す
る
一
般
基
準
（
平
成
十
三
年
三
月
二
十
九
日
特
別
区
人
事
委
員
会

決
定
）
十
三

（一）
②
に
規
定
す
る
職
種
を
い
う
。 

 
 

一 

こ
の
表
に
お
い
て
「
職
種
」
と
は
、
職
員
の
採
用
・
昇
任
等
に
関

す
る
一
般
基
準
（
平
成
十
三
年
三
月
二
十
九
日
特
別
区
人
事
委
員
会

決
定
）
十
三

（一）
②
に
規
定
す
る
職
種
を
い
う
。 

 
 

二 

こ
の
表
に
お
い
て
「
講
師
」
と
は
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
二
十
七
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
講
師
を

い
う
。 

 
 

二 

こ
の
表
に
お
い
て
「
講
師
」
と
は
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
二
十
七
条
第
十
項 

に
規
定
す
る
講
師
を

い
う
。 

 



 

－ 10 － 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

 

〇 
中
央
区
立
幼
稚
園
教
育
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
中
央
区
条
例
第
二
十
三
号
） 

（
第
五
条
関
係
） 

 

新 

旧 

（
期
末
手
当
） 

（
期
末
手
当
） 

第
二
十
七
条 

（
略
） 

第
二
十
七
条 

（
略
） 

２ 

期
末
手
当
の
額
は
、
職
員
の
給
与
月
額
に
百
分
の
百
二
十
七
・
五
を
乗

じ
て
得
た
額
に
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た

額
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
管
理
職
手
当
の
支
給
を

受
け
る
職
員
の
期
末
手
当
の
額
は
、
職
員
の
給
与
月
額
に
百
分
の
百
十 

 

を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ

て
得
た
額
と
す
る
。 

２ 

期
末
手
当
の
額
は
、
職
員
の
給
与
月
額
に
百
分
の
百
二
十
五 

 

を
乗

じ
て
得
た
額
に
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た

額
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
管
理
職
手
当
の
支
給
を

受
け
る
職
員
の
期
末
手
当
の
額
は
、
職
員
の
給
与
月
額
に
百
分
の
百
七
・

五
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ

て
得
た
額
と
す
る
。 

３ 

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
中
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
七

十
二
・
五
」
と
、
「
百
分
の
百
十 
 

 

」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十

三
・
七
五
」
と
す
る
。 

３ 

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
中
「
百
分
の
百
二
十
五 

 

」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
七

十 
 
 

」
と
、
「
百
分
の
百
七
・
五 

」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十

一
・
二
五
」
と
す
る
。 

４
か
ら
６
ま
で 

（
略
） 

４
か
ら
６
ま
で 

（
略
） 

（
勤
勉
手
当
） 

（
勤
勉
手
当
） 

第
三
十
条 

（
略
） 
第
三
十
条 

（
略
） 

２ 

勤
勉
手
当
の
額
は
、
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
勤
務
成
績
に
応
じ

て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
教
育
委
員
会
が
支
給
す
る
勤
勉
手
当
の
額
の
総
額
は
、

前
項
の
職
員
の
給
与
月
額
に
百
分
の
百
二
十 

 
 

（
第
十
条
の
規
定
に

基
づ
き
管
理
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
職
員
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
三
十

七
・
五
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 
勤
勉
手
当
の
額
は
、
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
勤
務
成
績
に
応
じ

て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
教
育
委
員
会
が
支
給
す
る
勤
勉
手
当
の
額
の
総
額
は
、

前
項
の
職
員
の
給
与
月
額
に
百
分
の
百
十
七
・
五 

（
第
十
条
の
規
定
に

基
づ
き
管
理
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
職
員
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
三
十

五 
 

）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。 



 

－ 11 － 

新 

旧 
３ 
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
中
「
百
分
の
百
二
十 

 
 

」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六

十 
 
 

」
と
、
「
百
分
の
百
三
十
七
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六

十
八
・
七
五
」
と
す
る
。 

３ 

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
中
「
百
分
の
百
十
七
・
五 

」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
五

十
七
・
五
」
と
、
「
百
分
の
百
三
十
五 

 

」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六

十
六
・
二
五
」
と
す
る
。 

４
か
ら
７
ま
で 

（
略
） 

４
か
ら
７
ま
で 

（
略
） 

（
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
） 

（
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
） 

第
三
十
一
条 

（
略
） 

第
三
十
一
条 

（
略
） 

２ 

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
の
月
額
は
、
四
千
百
五
十
円
を
超
え
な
い

範
囲
内
で
、
職
務
の
級
及
び
号
給
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に

あ
っ
て
は
、
職
務
の
級
）
の
別
に
応
じ
、
校
務
類
型
（
人
事
委
員
会
の
承

認
を
得
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
校
務
の
種
類
を
い
う
。
）
に
係
る

業
務
の
困
難
性
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得

て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。 

２ 

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
の
月
額
は
、
四
千
百
五
十
円
を
超
え
な
い

範
囲
内
で
、
職
務
の
級
及
び
号
給
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に

あ
っ
て
は
、
職
務
の
級
）
の
別
に
応
じ
て 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得

て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。 

３ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

別
表
第
一
（
第
六
条
関
係
） 

（
別
紙
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
（
第
六
条
関
係
） 

（
別
紙
の
と
お
り
） 

 



 

－ 12 － 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

 

〇 
中
央
区
立
幼
稚
園
教
育
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
中
央
区
条
例
第
二
十
三
号
） 

（
第
六
条
関
係
） 

 

新 

旧 

（
期
末
手
当
） 

（
期
末
手
当
） 

第
二
十
七
条 

（
略
） 

第
二
十
七
条 

（
略
） 

２ 

期
末
手
当
の
額
は
、
職
員
の
給
与
月
額
に
百
分
の
百
二
十
六
・
二
五
を

乗
じ
て
得
た
額
に
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得

た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
管
理
職
手
当
の
支
給

を
受
け
る
職
員
の
期
末
手
当
の
額
は
、
職
員
の
給
与
月
額
に
百
分
の
百

八
・
七
五
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
支
給
割
合

を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

２ 

期
末
手
当
の
額
は
、
職
員
の
給
与
月
額
に
百
分
の
百
二
十
七
・
五 

を

乗
じ
て
得
た
額
に
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得

た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
管
理
職
手
当
の
支
給

を
受
け
る
職
員
の
期
末
手
当
の
額
は
、
職
員
の
給
与
月
額
に
百
分
の
百
十 

 

あ
あ
あ 

を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
支
給
割
合

を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

３ 

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
中
「
百
分
の
百
二
十
六
・
二
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の

七
十
一
・
二
五
」
と
、
「
百
分
の
百
八
・
七
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の

六
十
二
・
五 

」
と
す
る
。 

３ 

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
中
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五 

」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の

七
十
二
・
五 

」
と
、
「
百
分
の
百
十 

 
 

」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の

六
十
三
・
七
五
」
と
す
る
。 

４
か
ら
６
ま
で 

（
略
） 

４
か
ら
６
ま
で 

（
略
） 

（
勤
勉
手
当
） 

（
勤
勉
手
当
） 

第
三
十
条 

（
略
） 
第
三
十
条 

（
略
） 

２ 

勤
勉
手
当
の
額
は
、
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
勤
務
成
績
に
応
じ

て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
教
育
委
員
会
が
支
給
す
る
勤
勉
手
当
の
額
の
総
額
は
、

前
項
の
職
員
の
給
与
月
額
に
百
分
の
百
十
八
・
七
五
（
第
十
条
の
規
定
に

基
づ
き
管
理
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
職
員
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
三
十

六
・
二
五
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 
勤
勉
手
当
の
額
は
、
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
勤
務
成
績
に
応
じ

て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
教
育
委
員
会
が
支
給
す
る
勤
勉
手
当
の
額
の
総
額
は
、

前
項
の
職
員
の
給
与
月
額
に
百
分
の
百
二
十 

 
 

（
第
十
条
の
規
定
に

基
づ
き
管
理
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
職
員
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
三
十

七
・
五 

）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。 



 

－ 13 － 

新 

旧 
３ 
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
中
「
百
分
の
百
十
八
・
七
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
五

十
八
・
七
五
」
と
、
「
百
分
の
百
三
十
六
・
二
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分

の
六
十
七
・
五
」
と
す
る
。 

３ 

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
中
「
百
分
の
百
二
十 

 
 

」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六

十
」 

 
 

 

と
、
「
百
分
の
百
三
十
七
・
五 

」
と
あ
る
の
は
「
百
分

の
六
十
八
・
七
五
」
と
す
る
。 

４
か
ら
７
ま
で 

（
略
） 

４
か
ら
７
ま
で 

（
略
） 

 



 

－ 14 － 

新
旧
対
照
表 

 

○ 
中
央
区
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
七
年 

月
中
央
区
条
例
第 

号
） 

（
附
則
） 

 

新 

旧 

 
 
 

附 

則 
 

 

（
施
行
期
日
等
） 

 

１ 

こ
の
条
例
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

一 

第
一
条
の
規
定
、
第
三
条
の
規
定
及
び
第
五
条
の
規
定
（
次
号
に
掲

げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
） 

公
布
の
日 

二 

第
五
条
の
規
定
（
第
三
十
一
条
第
二
項
の
改
正
規
定
に
限
る
。
） 

令

和
八
年
一
月
一
日 

三 

第
二
条
、
第
四
条
及
び
第
六
条
の
規
定 
令
和
八
年
四
月
一
日 

 

２ 

第
一
条
の
規
定
（
第
二
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
二
十
一

条
の
二
の
三
第
二
項
及
び
第
三
項
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
る
改
正

後
の
中
央
区
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
第
一
条
に
よ
る
改
正

後
の
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
及
び
第
五
条
の
規
定
（
第
二

十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第

三
十
一
条
第
二
項
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
中
央
区
立

幼
稚
園
教
育
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
第
五
条
に
よ
る
改
正

後
の
幼
稚
園
教
育
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
令
和
七
年

四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

（
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
異
動
者

の
号
給
） 

 

３ 

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
第
一
条
及
び
第
五
条
の
規
定
（
第
三
十
一
条

 



 

－ 15 － 

新 

旧 
第
二
項
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い

う
。
）
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
第
一
条
の
規
定
（
第
二
十
一
条
第

二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
二
十
一
条
の
二
の
三
第
二
項
及
び
第
三
項
の

改
正
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
中
央
区
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
（
以
下
「
改
正
前
の
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。）
及
び
第
五
条
の
規

定
（
第
二
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項

並
び
に
第
三
十
一
条
第
二
項
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
る
改
正
前
の

中
央
区
立
幼
稚
園
教
育
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
改
正
前
の

幼
稚
園
教
育
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。）
の
規
定
に
よ
り
、
新
た
に
給
料

表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
及
び
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
又

は
そ
の
受
け
る
号
給
に
異
動
の
あ
っ
た
職
員
の
う
ち
、
特
別
区
人
事
委
員

会
（
以
下
「
人
事
委
員
会
」
と
い
う
。）
の
定
め
る
職
員
の
第
一
条
に
よ
る

改
正
後
の
職
員
給
与
条
例
及
び
第
五
条
に
よ
る
改
正
後
の
幼
稚
園
教
育
職

員
給
与
条
例
の
規
定
に
よ
る
当
該
適
用
又
は
異
動
の
日
に
お
け
る
号
給

は
、
人
事
委
員
会
が
定
め
る
。 

（
施
行
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
異
動
者
の

号
給
の
調
整
） 

 

４ 

施
行
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
第
一
条

に
よ
る
改
正
後
の
職
員
給
与
条
例
及
び
第
五
条
に
よ
る
改
正
後
の
幼
稚
園

教
育
職
員
給
与
条
例
の
規
定
に
よ
り
、
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る

こ
と
と
な
っ
た
職
員
及
び
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
又
は
そ
の
受
け
る
号
給

に
異
動
の
あ
っ
た
職
員
の
当
該
適
用
又
は
異
動
の
日
に
お
け
る
号
給
に
つ

い
て
は
、
当
該
適
用
又
は
異
動
に
つ
い
て
、
ま
ず
改
正
前
の
職
員
給
与
条

例
及
び
改
正
前
の
幼
稚
園
教
育
職
員
給
与
条
例
の
規
定
が
適
用
さ
れ
、
次

い
で
当
該
適
用
又
は
異
動
の
日
か
ら
第
一
条
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
給
与

 



 

－ 16 － 

新 

旧 
条
例
及
び
第
五
条
に
よ
る
改
正
後
の
幼
稚
園
教
育
職
員
給
与
条
例
の
規
定

が
適
用
さ
れ
る
も
の
と
し
た
場
合
と
の
均
衡
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度

に
お
い
て
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
な
調
整
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
。 

（
給
与
の
内
払
） 

 

５ 

第
一
条
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
給
与
条
例
及
び
第
五
条
に
よ
る
改
正
後

の
幼
稚
園
教
育
職
員
給
与
条
例
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

改
正
前
の
職
員
給
与
条
例
及
び
改
正
前
の
幼
稚
園
教
育
職
員
給
与
条
例
の

規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
給
与
は
、
第
一
条
に
よ
る
改
正
後
の
職
員

給
与
条
例
及
び
第
五
条
に
よ
る
改
正
後
の
幼
稚
園
教
育
職
員
給
与
条
例
の

規
定
に
よ
る
給
与
の
内
払
と
み
な
す
。 

 

 

（
委
任
） 

 

６ 

附
則
第
三
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
（
第

三
条
及
び
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
施
行

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
が
定
め
る
。 

 

  


